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告 示

高知県告示第327号

地方税法（昭和25年法律第226号）第144条の 9 第 3 項の規定に

基づき、軽油引取税に係る特約業者の指定を次のとおり取り消し

た。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　名称及び代表者の氏名

株式会社溝渕石油店　代表取締役　日和﨑　二郎

 2 　主たる事務所又は事業所の所在地

高知市中の島 2 番96号

 3 　取消し年月日

平成25年 4 月 1 日

高知県告示第328号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て準用する同法第50条の 2 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第30

号）第14条第 4 項においてその例によるものとされた生活保護法

第54条の 2 第 4 項において準用する同法第50条の 2 の規定によ

り、指定介護機関の事業の廃止について次のとおり届出があっ

た。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　大久保伊尾木

 3 　道路の区域

高知県告示第330号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　奈比賀川北

 3 　道路の区域

廃止年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

有限会社桂堂

高知市長浜589

びらふ薬局

香美市香北町美良布1320

－ 5 

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指

導

平成25年 3 

月31日

高知県告示第329号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

安芸市奈比賀字北平

1743番 2 から

安芸市奈比賀字磯溝

ノ上1740番 2 まで

安芸市入河内字長山

44番16から

安芸市入河内字長山

44番13まで

安芸市入河内字磯溝

46番から

安芸市入河内字長山

44番13まで

〜

〜

72

153

前

前

〜

〜

72

153

後

後

4.0

8.0

4.7

8.5

4.0

20.9

11.5

30.2

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別
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高知県告示第331号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　宮ノ上川北

 3 　道路の区域

高知県告示第332号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　坂瀬吉野

 3 　道路の区域

高知県告示第333号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　安芸中インター

 3 　道路の区域

高知県告示第334号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成25年 5 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　宮ノ上川北

 3 　道路の区域

高知県告示第335号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 4 条第 5 項の規定により売りさばき所の所在地の変更について承

認したので、同条第 6 項において読み替えて準用する同条第 4 項

の規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

高知市丸ノ内一丁目 2 －20

一般社団法人高知県交通安全協会

会長　岡崎　俊一

 2 　売りさばき所の所在地及び名称

（変更前）　高知市栄田町一丁目 2 －11

一般社団法人高知県交通安全協会

（変更後）　高知市丸ノ内一丁目 2 －20

一般社団法人高知県交通安全協会

 3 　変更承認年月日

平成25年 4 月15日

高知県告示第336号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 4 条第 5 項の規定により売りさばき所の名称の変更について承認

したので、同条第 6 項において読み替えて準用する同条第 4 項の

規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

高知市丸ノ内二丁目 4 番11号

一般社団法人高知県食品衛生協会

会長　古谷　俊夫

 2 　売りさばき所の所在地及び名称

( 1 )　（変更前）　安芸市矢ノ丸一丁目 4 －36　安芸総合庁舎

安芸福祉保健所内

日本食品衛生協会高知県支部東部支部

（変更後）　安芸市矢ノ丸一丁目 4 －36　安芸総合庁舎

安芸福祉保健所内

高知県東部食品衛生協会

( 2 )　（変更前）　香美市土佐山田町山田1128－ 1 　中央東福

祉保健所内

日本食品衛生協会高知県支部中東支部

（変更後）　香美市土佐山田町山田1128－ 1 　中央東福

安芸市奈比賀字ゴミ

ノ上1720番 5 から

安芸市奈比賀字西下

角128番まで

〜 266前

〜 266後

4.4

26.6

4.7

31.5

区 　　　 　間

区 　　　 　間

区 　　　 　間

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

変更前

後の別

変更前

後の別

安芸市井ノ口字美正

乙2978番 6 から

安芸市井ノ口字長作

開キ乙3051番 1 まで

安芸市土居字ヤカイ

588番 1 から

安芸市土居字ミソカ

内298番 1 まで

長岡郡本山町七戸字

龍王山944番 2 

〜

〜

〜

766

804

36

前

前

前

〜

〜

〜

766

804

36

後

後

後

10.0

56.0

6.8

18.8

4.8

9.1

3.4

56.0

8.9

93.7

8.1

22.4

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

720 平成25年 5 月10

日

安芸市井ノ口字美正乙2978

番 6 から

安芸市井ノ口字安藏開キ乙

3037番 1 まで
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祉保健所内

高知県中央東食品衛生協会

( 3 )　（変更前）　高岡郡佐川町甲1243－ 4 　中央西福祉保健

所内

日本食品衛生協会高知県支部中央西支部

（変更後）　高岡郡佐川町甲1243－ 4 　中央西福祉保健

所内

高知県中央西食品衛生協会

( 4 )　（変更前）　須崎市東古市町 6 －26　須崎福祉保健所内

日本食品衛生協会高知県支部高幡支部

（変更後）　須崎市東古市町 6 －26　須崎福祉保健所内

高知県高幡食品衛生協会

( 5 )　（変更前）　四万十市中村山手通19　幡多福祉保健所内

日本食品衛生協会高知県支部幡多支部

（変更後）　四万十市中村山手通19　幡多福祉保健所内

高知県幡多食品衛生協会

 3 　変更承認年月日

平成25年 4 月 1 日

高知県告示第337号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 8 条の規定により売りさばき人の主たる事務所の変更について届

出があったので、同規則第 4 条第 7 項において読み替えて準用す

る同条第 4 項の規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

（変更前）　高知市栄田町一丁目 2 －11

一般社団法人高知県交通安全協会

会長　岡崎　俊一

（変更後）　高知市丸ノ内一丁目 2 －20

一般社団法人高知県交通安全協会

会長　岡崎　俊一

 2 　変更承認年月日

平成25年 4 月15日

高知県告示第338号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 8 条の規定により売りさばき人の名称の変更について届出があっ

たので、同規則第 4 条第 7 項において読み替えて準用する同条第

 4 項の規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

（変更前）　高知市栄田町一丁目 2 －11

社団法人高知県交通安全協会

会長　岡崎　俊一

（変更後）　高知市栄田町一丁目 2 －11

一般社団法人高知県交通安全協会

会長　岡崎　俊一

 2 　変更年月日

平成25年 4 月 1 日

高知県告示第339号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 8 条の規定により売りさばき人の名称の変更について届出があっ

たので、同規則第 4 条第 7 項において読み替えて準用する同条第

 4 項の規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

（変更前）　高知市丸ノ内二丁目 4 番11号

日本食品衛生協会高知県支部

支部長　古谷　俊夫

（変更後）　高知市丸ノ内二丁目 4 番11号

一般社団法人高知県食品衛生協会

会長　古谷　俊夫

 2 　変更年月日

平成25年 4 月 1 日

高知県告示第340号

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

 8 条の規定により売りさばき人の名称の変更について届出があっ

たので、同規則第 4 条第 7 項において読み替えて準用する同条第

 4 項の規定により次のとおり告示する。

平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

の職名及び氏名

（変更前）　高知市丸ノ内一丁目 7 －45　総合あんしんセン

　　　　ター 1 階

社団法人高知県食品衛生協会高知市支部

支部長　野村　純司

（変更後）　高知市丸ノ内一丁目 7 －45　総合あんしんセン

　　　　ター 1 階

高知市食品衛生協会

会長　野村　純司

 2 　変更年月日

平成25年 4 月 1 日

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第10条第 1 項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2 項の規定により次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成25年 4 月23日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成25年 4 月23日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第10条第 1 項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2 項の規定により次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成25年 4 月24日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成25年 4 月24日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

申請の

あった

年月日

平成25

年 4 月

23日

申請の

あった

年月日

申請に係る特定非営利活動法人

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

llamas

高知フ

ットボ

ールク

ラブ

名称

代表者の

氏名

高橋　秀

治

代表者の

氏名

主たる

事務所

の所在

地

高知市

旭天神

町51番

地

主たる

事務所

の所在

地

定款に記載された目的

この法人は、少年・社

会人チームの活動を通

して県内におけるサッ

カーの普及・育成・発

展を目的とし、それに

関する事業等を行い、

もって公益の増進に寄

与することを目的とす

る。

定款に記載された目的
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特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第10条第 1 項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第 2 項の規定により次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成25年 4 月24日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成25年 4 月24日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、須崎市中氏土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員

の届出があった。

平成25年 5 月10日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

理事　　谷本　忠志  須崎市池ノ内 438

〃　　　宮﨑　幹夫　〃　　〃  　  44

〃　    岡﨑　信孝  〃　　〃  　 316

〃      大谷　富雄  〃　　〃  　  40

〃      土居　尊英  〃　　〃   　396

〃      谷　　和夫　〃　　下郷　  51

〃      横山　　巖　〃　　〃  　  41

〃      市川　隆志  〃　　〃  　 106

〃      下元　靖之  〃　　〃  　 225

〃      横山　博昭  〃　  〃   　331

〃      笹岡　昌弘  〃    下分甲1308

〃      吉岡　文男  〃    〃　甲1354

〃      笹岡　昭男  〃　  〃　甲1230

〃      金山　　純  〃    〃  甲1499

〃      笹岡　啓助  〃    〃　甲1005

〃      高橋　通夫  〃　　〃　甲 965

監事　　坂本猪三男　〃　　池ノ内 460

〃　　　横山　洋一　〃    下郷　 365－ 3 

〃　　　谷岡　保彦　〃　　〃   　506

〃      笹岡　正俊  〃    下分甲1316

（就任）

理事　　谷本　忠志  須崎市池ノ内 438

〃　　　宮﨑　幹夫　〃　　〃  　  44

〃　    岡﨑　信孝  〃　　〃  　 316

〃      谷　　和夫　〃　　下郷　  51

〃      横山　　巖　〃　　〃  　  41

〃      市川　隆志  〃　　〃  　 106

〃      下元　靖之  〃　　〃  　 225

〃      横山　博昭  〃　  〃   　331

〃      吉岡　文男  〃    下分甲1354

〃      笹岡　昭男  〃　  〃　甲1230

〃      金山　　純  〃    〃  甲1499

〃      笹岡　啓助  〃    〃　甲1005

〃      高橋　通夫  〃　　〃　甲 965

監事　　坂本猪三男　〃　　池ノ内 460

〃　　　横山　洋一　〃    下郷　 365－ 3 

〃　　　谷岡　保彦　〃　　〃   　506

〃      笹岡　正俊  〃    下分甲1316

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、須崎市中氏土地改良区の定款の変更を平成25年 4 月22日に認

可した。

平成25年 5 月10日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

　　平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

　　平成25年 5 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

議 会 告 示

高知県議会告示第 4 号

高知県議会図書室規程（平成18年 7 月高知県議会告示第 1 号）

の一部を次のように改正する。

平成25年 5 月10日

高知県議会議長　森田　英二

第 1 条中「第100条第18項」を「第100条第19項」に改める。

附　則

この告示は、平成25年 5 月10日から施行する。

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第20号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成25

年 4 月

24日

特定非

営利活

動法人

板垣会

古谷　俊

夫

高知市

本町ニ

丁目 2 

番31号

この法人は、故板垣退

助先生の遺徳を顕彰

し、自由民権思想の拡

充徹底に努め民主的文

化国家の実現に寄与す

ることを目的とする。

申請の

あった

年月日

平成25

年 4 月

24日

申請に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

アラン

チャ　

ジョカ

ーレ

代表者の

氏名

下司　冨

士夫

主たる

事務所

の所在

地

香南市

野市町

本 村

866番

地 2 

定款に記載された目的

この法人は、高知県に

おけるサッカー及びス

ポーツの振興に寄与す

るとともに、地域のス

ポーツ文化の発展と地

域コミュニティの活性

化に努めることを目的

とする。

許可番号

許可番号

開発許可を受けた

者の住所及び氏名

開発許可を受けた

者の住所及び氏名

幡多郡黒潮町入野

2019番地 1 

黒潮町長　大西　

勝也

南国市下末松169

番地 4 　長岡農業

協同組合　代表理

事　金堂元彦

平成24年 5 月 9 日

24高幡土開第 3 号

平成25年 2 月22日

24高都計第471号

開発区域に含まれる

地域の名称

開発区域に含まれる

地域の名称

幡多郡黒潮町佐賀字

十六代1297番地ほか

南国市下末松字田所

北126番 1 の一部ほ

か
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平成25年 5 月10日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

高知県選挙管理委員会告示第21号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成25年 5 月10日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

　政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

　その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

監 査 公 表

監査公表第 6 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第 1 項の規定に基

づき、平成25年 1 月17日　高知市　小松満裕から提出のあった高

知県職員措置請求について監査を行い、同年 3 月14日に監査結果

を通知したので、同条第 4 項の規定により、次のとおり公表す

る。

平成25年 5 月10日

高知県監査委員　森田　英二

同　　　　　　　梶原　大介

同　　　　　　　坂本　千代

名称

山﨑おさ

む後援会

今井博幸

後援会

田中かず

たか後援

会

永野和雄

後援会

主たる事

務所の所

在地

吾川郡仁

淀川町土

居甲1043

吾川郡い

の町天王

南八丁目

 8 番地12

高岡郡津

野町姫野

々450－

21

吾川郡い

の町枝川

534番地

代表者氏名

山﨑　治

森岡　敬雄

大崎　明好

池沢　篤

会計責任者

氏名

隅田　文

朝日　久美

子

田中　牧子

池沢　篤

届出年月日

平25・ 3 ・

 4 

平25・ 3 ・

18

平25・ 3 ・

25

平25・ 3 ・

28

区分

異動

前

異動

後

異動

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

自由民

主党高

知県宿

毛市第

一支部

民主党

名称

有岡ま

さみ後

援会

くすの

せ耕作

後援会

防衛問

題研究

会高知

市政治

連盟

野村昌

枝後援

会

加藤ば

く後援

会

片岡聖

盛後援

会

高知県

歯科技

工士政

治連盟

高知県

藤井基

之薬剤

師後援

会

高知県

薬剤師

連盟

高知県

総支部

連合会

自由民

主党高

知県薬

剤師支

部

代表者氏

名

異動なし

広田　一

代表者氏

名

岡　克

紘

黒岩　一

郎

異動なし

異動なし

谷　聖夫

森澤　清

異動なし

片岡　聖

盛

樋口　義

博

異動なし

藤原　英

憲

西森　康

夫

藤原　英

憲

西森　康

夫

武内　則

男

藤原　英

憲

西森　康

夫

会計責任

者氏名

岡崎　秀

之

中 　哲

異動なし

会計責任

者氏名

中野　泰

吉

白石　彰

彦

松田　健

楠瀬　里

美

異動なし

異動なし

藤岡　奈

穂子

加藤　奈

穂子

片岡　直

美

奴原　由

香

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動なし

高知市山

手町 1 番

地

高知市玉

水町36－

 1 

異動なし

異動なし

異動なし

高知市九

反田15－

 5 

香南市野

市町東佐

古257－

 3 

異動なし

異動なし

異動なし

届出年月日

平25・ 3 ・

27

平25・ 3 ・

届出年月日

平25・ 3 ・

12

平25・ 3 ・

14

平25・ 3 ・

21

平25・ 3 ・

25

平25・ 3 ・

26

平25・ 3 ・

26

平25・ 3 ・

28

平25・ 3 ・

29

平25・ 3 ・

29

27

平25・ 3 ・

29
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同　　　　　　　朝日　満夫

（原文登載）

高知県職員措置請求監査報告書

第 1 　請求の受理

 1 　請求人

高知市　小松　満裕

 2 　請求の内容

請求人提出の高知県職員措置請求書による措置内容及び請

求の理由は、次のとおりである。

( 1 )　措置内容

高知県警察本部の交通機動隊所属の警察職員Ａ（以下

「警察職員Ａ」という。）は、公用車を自宅に持ち帰

り、通勤や出張の用に供していた。また、同本部の本部

長は、運転手付き公用車で総務課所属の警察職員Ｂ（以

下「警察職員Ｂ」という。）を同乗させて通勤の用に供

している。

関係する職員に対して、こうした行為により過払いと

なった県費の内容を算出して、返還させることを求め

る。

( 2 )　請求の理由（要約）

ア　警察職員Ａは、平成23年から平成24年にかけて、連

日、高知市布師田にある交通機動隊に配備された公用

車を自宅に持ち帰り、自宅から交通機動隊や吾川郡い

の町枝川にある高知県警察本部の運転免許センターに

通勤や出張の用に供していた。

警察職員Ａには、自宅から交通機動隊に通勤するた

めの通勤手当の名目で県費が支出され、交通機動隊か

ら運転免許センターに公用車を持ち込む際には、旅費

名目で県費が支出されている。

したがって、警察職員Ａが公用車を自宅に持ち帰

り、自宅から運転免許センターに行き、同センターか

ら交通機動隊に帰れば支払われた旅費及び通勤手当の

不法取得、即ち、刑法第252条（横領）第 1 項に該当

する。

ゆえに、当該警察職員Ａの行為について、過払いさ

れた県費の内容を算出して、公庫へ返還させなければ

ならない。

イ　高知県警察本部の本部長は、自宅から運転手付きの

公用車で、本部長秘書役の警察職員Ｂを同乗させて通

勤の用に供している。

したがって、両名に対して通勤手当が支給されてい

れば、公用車のガソリン代は公用車を自己の占有に供

しており、刑法第252条（横領）第 1 項に該当する。

ゆえに、過払いされた県費の内容を算出して、公庫

へ返還させなければならない。

( 3 )　事実を証する書面

平成24年12月18日付け高知新聞の記事の写し

 3 　請求の要件審査

本件請求は、平成25年 1 月17日に受付し、要件審査の結

果、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第242条に規定する要件を具備しているものと認め、

同日付けで受理した。

第 2 　監査の実施

 1 　証拠の提出及び陳述

( 1 )　請求人に対して、法第242条第 6 項の規定により、平

成25年 2 月 1 日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

請求人から、陳述の日までに平成23年 3 月20日付け高知

新聞の記事の写しの書面が提出された。

( 2 )　執行機関に対して、平成25年 2 月 1 日に陳述の機会を

与えた。

 2 　監査対象事項

請求の趣旨及び陳述内容から、次の事項を監査対象とし

た。

( 1 )　警察職員Ａが公用車を自宅に持ち帰り、出勤や出張

の用に供していたことに係る通勤手当及び出張旅費等の

支出が違法又は不当な公金の支出に当たるかどうか。

( 2 )　本部長及び警察職員Ｂが公用車を通勤の用に供して

いることに係る通勤手当及び燃料費の支出が違法又は不

当な公金の支出に当たるかどうか。

( 3 )　( 1 )について、警察職員Ａに損害賠償責任があるか

どうか、また、( 2 )について、本部長及び警察職員Ｂに

損害賠償責任があるかどうか。

 3 　監査対象機関

本件公用車の使用に係る執行機関である高知県警察本部警

務部総務課、同部監察課（以下「監察課」という。）及び交

通部交通機動隊（以下「交機隊」という。）を監査対象機関

とした。

 4 　委員監査の実施

平成25年 2 月27日に実施した。

第 3 　監査の結果

請求人の主張は認められないので、本件請求を棄却する。

以下、その理由について述べる。

 1 　事実関係の確認

監査の結果、次の事実を確認した。

( 1 )　警察職員Ａの公用車使用について

ア　警察職員Ａの職務等

白バイ・パトカーの訓練の指導責任者として、毎

年10月に行われる全国白バイ安全運転競技大会（以

下「全国大会」という。）に向けた特別訓練の指導

を行うとともに、捜査指揮や決裁などの事務処理に

も従事していた。

特別訓練は、全国大会の優勝を目標に、毎年 4 月

から 9 月にかけて、運転免許センター（以下「セン

ター」という。）の施設（吾川郡いの町枝川）、雪

ヶ峰訓練場（香美市土佐山田町雪ヶ峰）及び交機隊

内の訓練場（高知市布師田）を利用し、実施してい

た。

警察職員Ａは、こうした一連の訓練において白バ

イの乗り方指導、競技コースの設定など、訓練全体

の監督を行っていた。

イ　公用車の不適切な使用の概要

(ア)　使用状況

警察職員Ａは、センターで早朝訓練が実施され

る場合には、交機隊に出勤してから公用車でセン

ターに行っていた。そうしたなかで、平成22年度

から平成24年度にかけて、次のとおり自宅からセ

ンターまでの間及び交機隊から自宅までの間にお

いて公用車を自宅に持ち帰り、自己の移動に利

用したこと（以下「公用車の不適切使用」とい

う。）を監察課が認定していることを確認した。

なお、これにより警察職員Ａは平成24年12月 3 

日付けで所属長訓戒の処分を受けている。

ａ　早朝訓練前日

自宅から自家用車で出勤し、勤務終了後、

交機隊から公用車で帰宅

ｂ　早朝訓練当日

(ａ)　午前 5 時から 5 時30分にかけて自宅か

ら公用車でセンターに出勤

(ｂ)　午前 6 時前にセンターに到着後、公用

車に常時積載している訓練資材を使って、

コース設定等の訓練準備

(ｃ)　午前 7 時から 8 時30分までスラローム

訓練

(ｄ)　午前 8 時30分に早朝訓練の終了後、交

機隊又は雪ヶ峰に順次移動し、応用バラン

ス訓練とトライアル・モトクロス訓練 

(ｅ)　午後 6 時30分頃交機隊に帰隊

なお、監察課では、警察職員Ａ及び複数の関係

職員からの事情聴取により、上記のａ及びｂの

(ａ)の行程以外での不適切な使用は認められな

かったとしている。

今回の監査においても、監察課が認定したほか

に不適切な公用車の使用を特定できる事実は確認

できなかった。

(イ)　使用回数
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早朝訓練の前日の交機隊から自宅までの使用及

び翌朝の自宅からセンターまでの使用を合わせて

 1 回とすると、平成22年度は 5 月から 8 月までの

間で公用車（高知33て7064）により27回、平成23

年度は 4 月から 9 月までの間で同車両により47

回、平成24年度は 4 月及び 5 月の間で公用車（高

知500そ6697）により 4 回、合計78回あったこと

を、高知県警察車両等管理運用規程（昭和46年12

月高知県警察本部訓令第20号。以下「管理運用規

程」という。）に定める運行記録簿により確認し

た。

(ウ)　関係地点間の距離

警察職員Ａの自宅は、交機隊とセンターの経路

の近くに位置し、監察課では自宅経由で移動した

としても、ほぼ同じ距離としていたが、今回改め

て実走行による計測を行ったところ以下のとおり

であった。

ａ　交機隊と警察職員Ａの自宅　　　12.4ｋｍ

ｂ　警察職員Ａの自宅とセンター　　 5.8ｋｍ

ｃ　交機隊とセンター　　　　　　　17.7ｋｍ

これによると、交機隊から警察職員Ａの自宅経

由でのセンターまでの距離（18.2ｋｍ）が、交機

隊から直接センターに向かう距離（17.7ｋｍ）よ

りも0.5ｋｍ長くなっている。

(エ)　通勤手当及び出張旅費等の支出の状況

ａ　通勤手当

平成22年度から平成24年度までにおいては、

通勤手当決定（改定）書により月額8,000円の

通勤手当が決定され、支給されていた。

通勤手当に関する規則（昭和33年高知県人事

委員会規則第10号）第15条により、通勤手当

は、出張、休暇、欠勤等により月の初日から末

日までの期間の全日数にわたって通勤しない月

は、支給することができないと定められてい

る。

なお、同規則には、認定された通勤手段によ

らない日が含まれている場合に、通勤手当の全

額又は一部を支給しないこととする規定はない

ことを確認した。

運行記録簿を確認したところ、公用車の不適

切使用が確認できた期間において、規定に違反

する支給は認められなかった。

ｂ　旅費

出張した職員に対しては、職員の旅費に関す

る条例（昭和29年高知県条例第36号）に基づき

旅費が支給されるが、宿泊を伴わない公用車使

用の県内出張は、旅費の支給の対象外のため、

旅費の支給はなかった。

ｃ　燃料費

78回の不適切使用に要した燃料費を算定でき

る会計書類等は存在しておらず、運行記録簿を

もとに推計するほかない状況であることを確認

した。

( 2 )　本部長及び警察職員Ｂの通勤に伴う公用車使用に

ついて

ア　本部長の通勤

本部長の宿舎（高知市鷹匠町）にある私邸部分に

隣接する公邸部分において、本部長は突発的な事件

事故などへの対応や急を要する事案の検討、決裁等

を行っている。

また、本部長は県警察本部の事務を統括し、所属

の警察職員を指揮監督する者として夜間・休日、登

庁・退庁時の移動中であっても、事件、事故や災害

等の有事即応の態勢が求められることから、秘密を

保持しつつ、確実に連絡が取れる態勢を確保するた

めに宿舎からの登庁に際しても従前から運転手付き

の公用車を使用している。

なお、四国の他 3 県の警察本部においても、高知

県警察本部と同様の対応を行っている。

イ　警察職員Ｂの通勤

警察職員Ｂは、職員宿舎（高知市鷹匠町）から自

転車又は徒歩により警察本部庁舎（高知市丸ノ内）

に出勤、退勤している。庁舎に出勤した後、自らの

秘書業務として本部長の使用する公用車により、同

職員宿舎の近傍にある本部長の宿舎に向かい、本部

長の登庁に随行している。

また、退勤時においても、本部長が使用する公用

車に同乗し、本部長の宿舎に本部長を送った後、本

部庁舎に帰庁し、その後、自転車又は徒歩により退

勤している。

ウ　通勤手当の支給状況

本部長の宿舎及び職員宿舎は本部庁舎から1.5ｋ

ｍの距離となっている。本部長については、一般

職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95

号）、また、警察職員Ｂについては、警察職員の給

与に関する条例（昭和29年高知県条例第15号）によ

り、通勤距離が 2 ｋｍ未満である場合には通勤手当

を支給するものから除くことが規定されており、両

名に通勤手当は支給されていない。

 2 　監査委員の判断

以上の監査結果に基づき、本件請求について次のとおり

判断する。

( 1 )　警察職員Ａの公用車使用について

本件公用車の使用は、「 1 　事実関係の確認」の

( 1 )のアのとおり、公務に位置づけられている早朝訓

練の実施を効率的に行う上での合理性があるにして

も、「 1 　事実関係の確認」の( 1 )－イの(ア)のとお

り、管理運用規程に基づく公用車の管理、運用に関す

る規定に反する不適切なものであった。

しかしながら、公用車の不適切使用が確認できた期

間において、通勤手当については、「 1 　事実関係の

確認」の( 1 )－イ－(エ)のａのとおり、違法又は不当

な支出はなかった。また、旅費については、「 1 　事

実関係の確認」の( 1 )－イ－(エ)のｂのとおり、支出

された事実がなかった。

燃料費の支出については、正規のルート（17.7

ｋｍ）を使用した場合にも必要なものであり、「 1 　

事実関係の確認」の( 1 )－イの(ウ)のとおり、不適切

使用によって500ｍ長くなると理論的に経費は増加す

るが、実際の走行においては時々の交通事情などによ

る変動もあることから、これは許容の範囲内と考えら

れる。

加えて、効率的な早朝訓練を行いたいとする警察職

員Ａの動機も鑑みて差額返還を求めないとした監察課

の措置は一定容認できるものである。

これらのことから、当該金額を返還させるまでの違

法又は不当な公金の支出には該当しない。

したがって、上記のとおり違法又は不当な公金の支

出とする理由がないので、警察職員Ａに返還の義務は

ない。

( 2 )　本部長及び警察職員Ｂの通勤に伴う公用車使用に

ついて

本部長及び警察職員Ｂの通勤の状況等は、「 1 　事

実関係の確認」の( 2 )のとおりであり、公用車の使用

について問題はなく、公用車使用に伴う燃料費の支出

は、違法又は不当な公金の支出ではない。

したがって、上記のとおり違法又は不当な公金の支

出ではないので、本部長及び警察職員Ｂに返還の義務

はない。

以上のことから、本件における請求人の主張にはいずれ

も理由がないものと判断する。

監査公表第 7 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第 6 項の規定

により、高知県知事から包括外部監査の結果に対する措置につい

て通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。
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平成25年 5 月10日

高知県監査委員

24高行管第342号

平成25年 3 月13日

高知県監査委員　様

高知県知事　尾﨑　正直

平成23年度包括外部監査の結果に基づく措置につい

て（通知）

平成24年 5 月17日付け高知県公報号外第18号監査公表第 7 号で

公表された包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、地

方自治法第252条の38第 6 項の規定に基づき別紙のとおり通知し

ます。

別紙
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入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成25年 5 月10日

高知県警察本部長　小林　良樹

 1 　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

交通管制システム上位装置　一式

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入期間

平成26年 3 月 1 日から平成31年 2 月28日まで

( 4 )　借入場所

高知県警察本部

( 5 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料（保守料金を含む。）の月額を入札書に記載す

ること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の 5 に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

 2 　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たす者は、この一般競争入札に参

加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

 4 の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「平成24～26年競争入札参加資格者登

録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者であるこ

と。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　入札説明書に示した借入物品の要求仕様に合致した物

品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、契約

を完全に履行する業務の実施体制及び能力を備えている者

で、この入札公告に示した借入物品と同種の物品を都道府

県警察本部に納入した実績を有するものであること。

( 5 )　 4 の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成24

年度から平成26年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（平成23年 9 月高知県告示第625号。以下「告

示」という。）第 1 の 2 の( 9 )に該当し、告示第 7 の規定

により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示

第 1 の 2 の( 9 )に該当しないこと。

( 6 )　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。

 3 　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8544

高知市丸ノ内二丁目 4 －30

高知県警察本部警務部装備施設課管財係

電話番号088－826－0110（内線2263）

( 2 )　入札説明書の交付方法

平成25年 5 月10日（金）から同年 6 月18日（火）まで（日

曜日及び土曜日を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付す

る。

( 3 )　入札事前説明会の日時及び場所

ア　日時

平成25年 5 月24日（金）午後 1 時30分

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 －30　高知県警察本部 2 階　201

会議室

( 4 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成25年 6 月24日（月）午後 1 時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成25年

 6 月21日（金）午後 5 時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 －30　高知県警察本部 8 階　801

会議室

 4 　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9 条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品の機能等証明書及び借入物品を納入することが

できることを証明する書類を平成25年 6 月18日午後 5 時まで

に 3 の( 1 )の交付場所に提出しなければならない。また、開

札の日までの間において、高知県警察本部長から当該書類に

関し説明を求められた場合は、これに応じなければならな

い。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

 2 の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める

申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務セン

ターに提出すること。ただし、平成25年 5 月24日までに申請

を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が

与えられない。また、同日までに申請を行った場合でも、申

請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資

格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

 3 の( 1 )に同じ。

(10)  詳細は、入札説明書による。

 5 　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased: 

Traffic Control system Central Computer  1 Set

( 2 )　Deadline for tender (by hand) : 1:30 P.M. on 

Monday 24 June 2013

( 3 )　Deadline for tender (by registered mail) : 5:00 

P.M. on Friday 21 June 2013

( 4 )　Contact: Equipments and Facilities Division, 

Department  of  Police  Administraton,Kochi  Prefectural 

Police  Headquarters,  2-4-30  Marunouchi,  Kochi  City, 
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Kochi 780-8544 Japan

Tel: 088-826-0110 (ext. 2263)

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成 7 年高知県

企業局管理規程第 9 号）の規定により例によるとされている高知

県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第

 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。

平成25年 5 月10日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

 1 　落札に係る購入物品の名称及び数量

高知県立あき総合病院清掃業務　一式

 2 　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県立あき総合病院総務課　安芸市宝永町 1 番32号

 3 　落札者を決定した日

平成25年 3 月18日

 4 　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ビル環境衛生管理　高知市桟橋通四丁目 7 番17号

 5 　落札金額

22,837,500円

 6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

 7 　政令第 6 条の公告をした日

平成24年12月28日
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